
・緊急作業（※）に従事する間に労働者が受ける放射線量は、実効線量について100mSvを超えな
いようにしなければならない。

電離放射線障害防止規則第７条

（※）緊急作業・・・・放射性物質が多量にもれ、こぼれ、又は逸散した場合等の事故が発生し、当該事故に
よって労働者の受ける実効線量が15mSvを超えるおそれのある区域が生じた場合における、放射線に
よる労働者の健康障害を防止するための応急の作業

放射線被ばく線量が250mSv以下では、
急性期の臨床症状があるとの明らかな
知見が認められないこと。

今回の事態に限り、緊急作業に従事する労働者の被ばく線量の上限を、250mSvに引き上げた。

「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害
防止規則の特例に関する省令」を制定（３月14日施行、３月15日公布）

放射線審議会における妥当であるとの答申

ICRP（国際放射線防護委員会）1990年勧告において、「重大事故時
においては、事故の制御と即時かつ緊急の救済作業における被ばく
は、人命救助を例外として約500mSvを超えないようにすべき」とされ
ていること。

平成23年３月11日に東日本大震災が発生し、福島第一原子力発電所が被災したことにより、
同日、原子力緊急事態宣言が発せられた。
福島第一原子力発電所での災害の状況に鑑み、原子力災害の拡大を防止するため、放射線
被ばく線量の上限を引き上げる必要があった。

改正の背景

改正の概要

電離放射線障害防止規則の特例に関する省令の制定について（報告）
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平成２３年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するため

の電離放射線障害防止規則の特例に関する省令による読替後の電離放射

線障害防止規則第７条について 

 

読替後の電離放射線障害防止規則第７条 

（緊急作業時における被ばく限度） 

第７条 事業者は、第４２条第１項各号のいずれかに該当する事故が発

生し、同項の区域が生じた場合における放射線による労働者の健康障

害を防止するための応急の作業（以下「緊急作業」という。）を行うと

きは、当該緊急作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断

された女性の放射線業務従事者については、第４条第１項及び第５条

の規定にかかわらず、これらの規定に規定する限度を超えて放射線を

受けさせることができる。 

２ 前項の場合において、当該緊急作業に従事する間に受ける線量は、

次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値

を超えないようにしなければならない。 

一 実効線量については、２５０ミリシーベルト（読替前：１００ミリ

シーベルト） 

二 眼の水晶体に受ける等価線量については、３００ミリシーベルト 

三 皮膚に受ける等価線量については、１シーベルト 

３ 前項の規定は、放射線業務従事者以外の男性及び妊娠する可能性が

ないと診断された女性の労働者で、緊急作業に従事するものについて

準用する。 
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関係条項 

第４２条第１項各号 

○ 第３条の２第１項の規定により設けられた遮へい物（＊）が放射性

物質の取扱い中に破損した場合又は放射線の照射中に破損し、かつ、

その照射を直ちに停止することが困難な場合 

○ 第３条の２第１項の規定により設けられた局所排気装置又は発散

源を密閉する設備（＊）が故障、破損等によりその機能を失つた場合 

○ 放射性物質が多量にもれ、こぼれ、又は逸散した場合 

○ 放射性物質を装備している機器の放射線源が線源容器から脱落し

た場合又は放射線源送出し装置若しくは放射線源の位置を調整する

遠隔操作装置の故障により線源容器の外に送り出した放射線源を線

源容器に収納することができなくなつた場合 

○ 前各号に定めるもののほか、不測の事態が生じた場合 

 

＊ 労働者が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量と

空気中の放射性物質による実効線量との合計を１週間につき１ミリ

シーベルト以下にするために設けるもの。設置対象は次のとおり。 

・放射線装置室（エックス線装置等を設置する専用の室） 

・放射性物質取扱作業室（密封されていない放射性物質を取り扱う作

業を行うときの専用の作業室） 

・貯蔵施設（放射性物質等を貯蔵する施設） 

・保管廃棄施設（放射性物質等の保管廃棄を行う施設） 

 

第４条第１項及び第５条 

（放射線業務従事者の被ばく限度） 

第４条 事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者

（以下「放射線業務従事者」という。）の受ける実効線量が５年間に

つき１００ミリシーベルトを超えず、かつ、１年間につき５０ミリシ

ーベルトを超えないようにしなければならない。 

２ （略） 

第５条 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体

に受けるものについては１年間につき１５０ミリシーベルト、皮膚に

受けるものについては１年間につき５００ミリシーベルトを、それぞ

れ超えないようにしなければならない。 

 



基発０３１５第７号 

平成２３年３月１５日 

 

 

都道府県労働局長 殿 

 

 

厚生労働省労働基準局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための 

電離放射線障害防止規則の特例に関する省令の施行について 

 

平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線

障害防止規則の特例に関する省令（平成２３年厚生労働省令第２３号。以下「本省令」とい

う。）が、平成２３年３月１４日に施行されることとして本日公布されたところである。 

本省令は、東北地方太平洋沖地震に起因して生じた東京電力福島第一原子力発電所の事象

に対し、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を迅速に実施するためのものであ

ることから、下記に示す趣旨を十分に理解し、その運用に遺漏なきを期されたい。 

なお、本省令の適用に関し、追加で指示をすることがありうるので、留意されたい。 

 

記 

 

第１ 省令の概要 

平成２３年東北地方太平洋沖地震に起因して原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律

第１５６号）第１５条第２項の規定による原子力緊急事態宣言がなされた日から同条第４項

の原子力緊急事態解除宣言がなされた日までの間の同法第１７条第８項に規定する緊急事

態応急対策実施区域において、特にやむを得ない緊急の場合は、電離放射線障害防止規則（昭

和４７年労働省令第４１号。以下「電離則」という。）第７条第２項に示す緊急作業に従事

する労働者の線量の上限を、１００ミリシーベルトから２５０ミリシーベルトとすることと

したこと。 

 

第２ 細部事項 

 １ 本省令の適用対象となる区域は、現時点においては緊急事態応急対策実施区域に指定

された東京電力福島第一原子力発電所から半径３０ｋｍ圏内であること。 

 ２ 本省令の施行日は平成２３年３月１４日であるが、本省令の適用に当たっては、原子

力緊急事態宣言がなされた日から原子力緊急事態解除宣言がなされた日までの間にお

ける緊急作業で被ばくした線量について通算すること。 

３ 本省令の「特にやむを得ない緊急の場合」とは、事故の制御と即時かつ緊急の救済作

業を行うことがやむを得ない場合をいうこと。 



４ その他、平成１３年３月３０日付け基発２５３号「労働安全衛生規則及び電離放射線

障害防止規則の一部を改正する省令の施行等について」第３の８「第７条関係」に留意

すること。 

５ 被ばくした労働者への事後的な健康管理については、労働安全衛生法第６６条第４項

に基づき臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示すること、及び事業者に電離則

第４４条に基づく緊急作業に従事する労働者に対する医師の診察又は処置を速やかに

受けさせることについて、確実に実施されたい。 
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